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第十七条

( )及び ( )に関し、10 a 10 b
合衆国の軍当局は、通常、合衆国軍隊が使用し、かつ、その権限に基づいて警備している施1

設及び区域内ですべての逮捕を行なうものとする。このことは、合衆国軍隊の権限のある当局が
同意する場合又は重大な罪を犯した現行犯人を追跡している場合において日本国の当局が前記の
施設又は区域内において逮捕を行なうことを妨げるものではない。

日本国の当局が逮捕することを希望する者で合衆国軍隊の裁判権に服さないものが、合衆国軍
隊により使用されている施設又は区域内にある場合には、合衆国の軍当局は、日本国の当局の要
請によりその者を逮捕することを約束する。合衆国の軍当局により逮捕された者で合衆国軍隊の
裁判権に服さないすべてのものは、直ちに日本国の当局に引き渡さなければならない。

合衆国の軍当局は、施設又は区域の近傍において、当該施設又は当該区域の安全に対する罪の
既遂又は未遂の現行犯に係る者を法の正当な手続に従つて逮捕することができる。これらの者で
合衆国軍隊の裁判権に服さないものは、すべて、直ちに日本国の当局に引き渡さなければならな
い。

日本国の当局は、通常、合衆国軍隊が使用し、かつ、その権限に基づいて警備している施設2
若しくは区域内にあるすべての者若しくは財産について、又は所在地のいかんを問わず合衆国軍
隊の財産について、捜索、差押え又は検証を行なう権利を行使しない。ただし、合衆国軍隊の権
限のある当局が、日本国の当局によるこれらの捜索、差押え又は検証に同意した場合は、この限
りでない。

合衆国軍隊が使用している施設若しくは区域内にある者若しくは財産又は日本国にある合衆国
軍隊の財産について、捜索、差押え又は検証を行なうことを日本国の当局が希望するときは、合
衆国の軍当局は、要請により、その捜索、差押え又は検証を行なうことを約束する。これらの財
産で合衆国政府又はその附属機関が所有し又は利用する財産以外のものについて、裁判が行なわ
れたときは、合衆国は、それらの財産を裁判に従つて処理するため日本国の当局に引き渡すもの
とする。


